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体罰を起こさない教師教育に関する研究
―教師志望学生にロールレタリングを導入して―

岡本泰弘（金沢星稜大学）
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目 的

学校教育法第 条では，「校長及び教員は，教

育上必要があると認めるときは，監督庁の定める

ところにより，学生，生徒及び児童に懲戒を加え

ることができる。但し，体罰を加えることはでき

ない」としている。にもかかわらず，学校教育現

場での体罰問題は一向に後を絶たない現状にある。

安田（ ）は，被体罰体験者ほど「時と場合

によって許される」と体罰を容認する傾向がある

とし，兄井・永里・竹内・長嶺・須崎（ ）は，

教育学部に所属し，将来教員を目指す学生の意識

調査から，２割の学生が体罰を体験し，体罰を受

けた気持ちとして，「自分が悪かったので仕方ない

と思った」というものが最も多く，そのうち２割

は，将来場合によっては体罰を行うと回答してい

ることを報告している。このことは，体罰が児童

生徒の人権侵害行為であることの意識の欠如や体

罰を「行う者－受ける者」といった二者関係のみ

で捉え，体罰をめぐり様々な人間関係に影響を与

えることを認知できていないものと思われる。

ロールレタリングとは，自らが自己と他者の立

場になって，役割交換を行いながら，双方から交

互に手紙で訴えることで，多様な他者の視点によ

る様々な気づきが生じ，自己の問題解決の促進を

図る心理技法である。

そこで，これまでの研究報告から得た知見をも

とに，教師志望学生を対象に，ロールレタリング

を導入し，体罰を起こさない教師教育の支援の一

方途を究明することを目的とし，研究を行った。

方 法

本研究の対象は，Ａ大学の中等教職科目の「生

徒・進路指導論」の受講者である大学２年生 名

（男性 名，女性 名）を無作為に，実験群

名（男性 名，女性９名）と統制群 名（男性

名，女性９名）に割り当てた。実験群の学生に

は「生徒・進路指導論」の授業後，ロールレタリ

ングを１回 分，計４回（２往復）を 回～

回の授業後に実施した。すべての被験者には当研

究の趣旨を書面にて説明し，同意後実施した。

実施前の調査は， 回目の「生徒・進路指導論」

の授業後に実験群，統制群に，秋池（ ），藤田・

市川・福場（ ）の項目を参考に作成し，「体罰

容認態度」「体罰の教育効果」（各々２項目で４件

法）で回答を求める体罰意識調査を行った。実施

後の調査は， 回目の「生徒・進路指導論」の授

業後，実験群がロールレタリングを１回 分，計

４回（２往復）「私→体罰を受けて不登校になった

生徒へ（１回目）」「体罰を受けて不登校になった

生徒→私へ（２回目）」「体罰で職を失った私→大

切な〇〇へ（３回目）」「大切な〇〇→体罰で職を

失った私へ（４回目）」を実施後，実施前と同様に，

体罰意識調査を実験群，統制群に行った。さらに，

実験群では，計４回（２往復）のロールレタリン

グの記述内容やロールレタリングの内省報告から

効果を検証した。なお，「生徒・進路指導論」第９

回の授業で「体罰」に関する内容を取り扱った。

結 果

「体罰容認態度」の得点変化については，実験

×時期の交互作用には有意差は認められなかった

ものの下降傾向にあった（ ＝ ）。

「体罰の教育効果」の得点変化については，実験

群における時期の主効果は有意に下降した

（ ＝ ）。

ロールレタリングの記述内容については，抽出

学生Ａ（男性）は，体罰を受けて不登校になった

生徒への往信では，「先生はあなたのためを思って

手を上げてしまったんだよ」と記述し，不登校に

なった生徒の立場による返信では，「先生は，良か

れと思って，私のことを叩いたと思いますが，み

んなの前で叩かれてショックで学校にも行けない

くらいトラウマ状態です」と記述していた。

ロールレタリングの内省報告については，抽出

学生Ｂ（男性）は，「体罰は受けた自分が認めてい

れば良いと思っていたが，本人や保護者は当然で

あるが，自分の家族や職場の教職員の信頼も失わ

せ，多くの周りの人に迷惑をかけていることに気

づいた」と記述していた。また，抽出学生Ｃ（女

性）は，「体罰を行うことで，教師自身が暴力を肯

定し，そのような態度や行動を生徒に見せること

は，生徒のいじめにもつながっていくのではない

かと感じた」と記述していた。

結 論

本研究では，教師志望学生を対象に，ロールレ

タリングを導入することで，体罰意識調査「体罰

の教育効果」の認知が下降するとともに，ロール

レタリングの記述内容やロールレタリング後の内

省報告による様々な気づきから，体罰を起こさな

い教師教育支援の一方途となることが示唆された。


